
万感

KOUHOU MIBU

発行/壬生町役場　�321-0292　栃木県下都賀郡壬生町通町12番22号　編集／総務部企画財政課広報広聴係

　　　　　　　　　　　　　　　ホームページアドレスhttp://www.t-cnet.or.jpかmibu/

Ｎ０．５２５

２００３

-----------……………………………

宣0282-81 -1 81 2　毎月23Eﾖ発行

四〇282-82-8262



い
よ
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よ
引
っ
越
し
の
季
節
で
す

　
い
よ
い
よ
引
っ
越
し
の
季
節
到
来
で

す
。
進
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど
で
、
こ

の
時
期
、
引
っ
越
し
を
考
え
て
い
る
方

も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
転

入
や
転
出
、
転
居
等
を
さ
れ
る
場
合
は
、

必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
転
校
す
る
と
き

町
内
の
学
校
間
で
の
転
校

　
住
民
課
発
行
の
「
住
民
異
動
届
」
、

転
居
前
に
在
学
し
て
い
た
学
校
の
発

行
す
る
「
在
学
証
明
書
」
「
教
科
書

給
ケ
証
明
書
」
を
持
っ
て
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

町
外
へ
の
転
校

　
担
任
の
先
生
を
通
じ
学
校
長
に
申

し
出
て
、
「
在
学
証
明
書
」
「
教
科
書

給
与
証
明
書
」
「
日
本
体
育
・
学
校

健
康
セ
ン
タ
ー
の
加
入
に
関
す
る
書

類
」
を
も
ら
っ
て
、
転
出
先
の
市
町

村
教
育
委
員
会
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

町
外
か
ら
の
転
校

　
住
民
課
発
行
の
「
住
民
異
動
届
」

と
、
転
入
前
に
在
学
し
て
い
た
学
校

が
発
行
す
る
「
在
学
証
明
書
」
「
教

科
書
給
与
証
明
書
」
「
日
本
体
育
・

学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
の
加
入
に
関
す

る
書
類
」
を
持
っ
て
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

手
続
き
・
問
合
せ
先

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
学
校
教
育
係
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進
学
す
る
と
き

　
進
学
の
た
め
、
他
の
都
道
府
県
等
に

引
っ
越
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
学
生
の

医
療
費
は
、
扶
養
者
な
ど
が
負
担
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
国
民

健
康
保
険
で
は
、
こ
の
よ
う
な
学
生
に
、

親
元
と
別
の
披
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ

ま
す
。

必
要
な
も
の

　
国
民
健
康
保
険
証
・
在
学
証
明
書
又

は
学
生
証
の
写
し

手
続
き
先

　
民
生
部
住
民
課
住
民
係
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せ
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民
生
部
保
健
諜
国
民
健
康
保
険
保
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引っ越しをされる時の届出一覧表
(手続き・問合せ先：民生部住民課住民係　a81 －1824)

種　　類 内容と届出期間 必　　要　　な　　も　　の

転　入　届
・他の市町村から転入してき

　たとき

・転入した日から14日以内

・印鑑

・前の市町村（前住所地）が発行した「転出証明書」

・国民健康保険に加入していた方は、申し出てください

・国民年金手帳（加入者のみ）

・国民年金の受給者は住所変更届を社会保険事務所に提出

　してください（ｲ士民課に用紙があります）

・福祉年金証書（加入者のみ）

・母子健康手帳（該当者のみ）

・介護保険資格証明書（該当者のみ）

・児童子当用所得証明書（前住所地に請求）を持参して福

　祉課で手続きをしてください（児童手当該当者のみ）

・妊産婦、乳幼児医療受給資格者証を持っていた方は、申

　し出てください

転　居　届
・壬生町内で住所を変更した

　とき

・転居した日から14日以内

・印鑑　・国民健康保険証（加入者のみ）

・福祉年金証書（加入者のみ）

・老人医療受給者証、老人健康手帳・高齢受給資格者証

　（該当者のみ）

・各種医療受給者証（該当者のみ）

転　出　届

・壬生町から他の市町村に転

　出するとき

・転出する日まで（転出予定

　日の14日前から）

・印鑑　・印鑑登録証（登録者のみ）

・国民健康保険証（加入者のみ）

・老人医療受給者証、老人健康手帳・高齢受給資格者証

　（該当者のみ）

・各種医療受給者証（該当者のみ）

・児童子当用所得証明書を交付請求してください（児童

　手当該当者のみ）

・ナンバープレート（125cc以下の原動機付き自転車を所

　有している方）

世帯変更

・世帯主の変更、世帯分離、

　合併など変更したとき

・変更した日から14日以内

・印鑑

・国民健康保険証（加入者のみ）

その他の届け出
・住所の番地を間違えている、名前に濁音がある又は無いなどの場合は、訂正しますの

　で届け出てください
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|r臆定積戯者』制服のご案内
１．認定就農者制度とは

　「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」により、これから新規に農業を始め

ようとしている意欲ある農家の後継者や農外（非農家）の青年等（中高年齢も含む）が就農計画を作成し、

その計画を県知事に認定された青年等を言います。

　認定就農者には次のような優遇措置等を講じて円滑な就農を促進・支援する制度です。

（１）制度資金関係

　①就農支援のための資金（金額及び期間は上限）

認定就農者（青年）
　　18歳～39歳

認定就農者（中高年齢）
　　40歳～65歳未満

就農研修資金（研修教育施設） ５万円／月×４年 ５万円／月×１年

同　　　　上（国内先進農家等） 15万円／月×２年 15万円／月×１年

同　　　　上（海外先進農家等） 15万円／月×２年 15万円／月×１年

同　　　　上（改良普及員等による指導研修） 200万円（１年以内） ×

就農準備資金 200万円（１回限り） 200万円（１回限り）

就農施設等資金
2800万円（経営開始初年度）

　900万円（次年度以降）

1800万円（経営開始初年度）

　900万円（次年度以降）

②平成14年10月の農業制度資金の制度改正に伴い、農業改良資金や農業近代化資金の貸付対象者に認定

　就農者が追加されました。

（２）その他

青年農業者等育成センター、農業振興事務所による濃密的な支援をします。

２．認定要件

　①就農前であること

　【農業にまったく従事していないか、または主に従事しておらず（年間農業従事日数150日以下）、且つ

　　本人の農業所得がないこと（専従者給与が支払われている場合は不可）】

　【農業経営の開始に必要な施設・機械・資材の購入・設置・賃借をしていないこと、また、農用地の所

　　有権・使用権を取得していないこと】

　②栃木県に就農を希望する方

　③申請時に18歳以上55歳未満（知事特認の場合は65歳未満）

　④就農前に青年（18歳以上40歳未満）は概ね１年以上、中高年齢者（40歳以上65歳未満）は原則とし

　　て６ヶ月以上の農業教育や農業研修を実施する（過去にしている）こと。

　【研修先：県農業大学校、宇都宮白楊高校特別専攻科、国公立農業関係試験研究機関、とちぎ花センター、

　　町が設置する研修施設、農業士、研修受け入れ態勢が整っているものとして県が認める農家及び組織

　　経営体、等】

　【在宅研修の場合は、改良普及員、農協営農指導員、農業士、知事が認める指導的な農業者の指導を受

　　けること】

遠
山

文
男
　
上
稲
葉

認定を受けた皆さん

３

横遠荒高
倉山川山一

志乃嬉･　明
一言治じ靖男回

上
稲
葉

（
苗
十
水
稲
）

（
毎
十
米
麦
）

目
標
と
す
る
営
農
類
型

壬
生
甲
　
（
酪
　
　
農
）

上
稲
葉
　
（
苗
十
水
稲
）

上
稲
葉
　
（
薙
十
麦
）

　
農
業
経
営
改
善
を
目
指
し
、
現
在
ま

で
に
8
6
名
が
認
定
を
受
け
て
い
る
認
定

農
業
省
制
度
に
、
新
た
に
５
名
が
認
定

さ
れ
、
１
月
1
4
日
役
場
会
議
室
に
於
い

て
認
定
書
授
与
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
認
定
農
業
者
は
9
1
名
と
な

り
ま
す
。

今
回
認
定
を
受
け
た
方
々
　
（
敬
称
賠
）

認
定
農
業
者
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新
た
に
５
名
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農
業
経
営
改
善
を
目
指
し
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「
ま
ち
づ
Ｋ
り
情
軋
ご
ｏ
ｘ
」
は
町

ぐ
ハ
い
い
洋
民
２
訃
浪
齢
見
↓
望
ヽ
提
|
|
I
I
4

ｙ
。
考
　
　
直
接
町
ヘ
メ
ッ
セ
ー
ジ
ー
ご
し
て
送
る
こ

〃
希や

　しＪ

〃
-

と
が
で
き
、
町
が
今
後
翫
ち
づ
く
り

に
こ
れ
ら
を
役
立
て
よ
う
と
す
る
事
業

で
す
。

　
今
年
度
は
、
3
9
人
の
方
々
か
ら
5
8
件

の
意
見
や
要
望
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

そ
の
一
部
と
町
の
考
え
方
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

一 一

宇
都
宮
市
に
合
併
賛
成
に
つ
い
て

Ｑ
　
一
日
も
早
い
１
市
５
町
の
合
併
を

決
め
て
ほ
し
い
。

Ａ
　
国
に
お
い
て
は
、
市
町
村
合
併
を

よ
り
強
力
に
推
進
し
て
お
り
、
市
町
村

合
併
特
例
法
を
改
正
し
て
、
財
政
支
援

措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県

に
対
し
て
も
合
併
の
推
進
に
つ
い
て
の

要
綱
の
策
定
や
支
援
に
努
め
る
よ
う
要

請
を
し
て
お
り
ま
す
。

　
県
で
は
、
栃
木
県
市
町
村
合
併
推
進

要
綱
を
策
定
し
、
そ
の
中
で
、
壬
生
町

に
つ
い
て
は
、
宇
都
宮
市
を
中
心
と
し

た
６
町
と
壬
生
町
、
石
橋
、
上
三
川
町

３
町
の
２
つ
の
合
併
パ
タ
ー
ン
が
示
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
本
町
で
も
、
昭
和
2
9

年
に
壬
生
町
と
稲
葉
村
、
昭
和
3
0
年
に

南
犬
飼
村
と
合
併
し
た
と
い
う
経
緯
が

あ
り
ま
す
が
、
地
方
分
権
や
財
政
状
況

を
は
じ
め
少
子
高
齢
化
社
会
、
環
境
問

題
等
の
対
応
を
考
え
ま
す
と
、
市
町
村

合
併
も
選
択
肢
の
１
つ
と
し
て
考
え
ら

れ
ま
す
。
し
か
し
、
地
域
の
将
来
や
住

-

民
の
生
活
に
直
接
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
　
４

す
こ
と
も
あ
り
、
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。
合
併
特
刑
法
の
期
限
は
、

平
成
1
7
年
３
月
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

現
在
宇
都
宮
地
区
広
域
推
進
協
議
会
に

お
い
て
、
基
礎
資
料
を
作
成
す
る
と
共

に
石
橋
消
防
組
合
構
成
５
町
で
合
併
に

つ
い
て
研
究
会
を
設
立
し
、
幅
広
い
調

査
研
究
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
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町
議
会
議
員
の
定
数
に
つ
い
て

Ｑ
　
町
議
会
議
員
の
数
は
１
０
入
程
度
で

よ
い
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
　
市
町
村
議
会
の
議
員
の
定
数
に
つ

い
て
は
、
議
会
制
間
接
民
主
主
義
に
よ

り
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ま
ち
づ
く
り
を

す
る
た
め
に
、
地
方
自
治
法
で
標
準
的

な
定
数
が
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
地

方
自
治
法
で
は
、
人
口
二
千
未
満
の
町
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